
号

外�
平

成
二
十
五
年

四

月

一

日

目

次

規

則

○
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

ス
ポ
ー
ツ
健
康
課)

一
ペ
ー
ジ

規

則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
二
十
五
年
四
月
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
七
十
五
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(

昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中｢

個
人
で
一
般
使
用
す
る｣

を｢

一
般
利
用
す
る｣

に
改
め
、
同
項
中
第

三
号
を
削
り
、
第
四
号
を
第
三
号
と
す
る
。

第
六
条
第
一
項
中｢

別
記
第
六
号
様
式
の
三｣

を｢

別
記
第
六
号
様
式
の
二｣

に
改
め
、
同
条
第
二

項
中｢

第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
す
る
使
用
料
納
入
済
証
若
し
く
は
同
条
第
二
項
の
回
数
利

用
券｣

を

｢

利
用
料
金
納
入
済
証

(

別
記
第
七
号
様
式
の
七)｣

に
、｢

別
記
第
七
号
様
式
の
七｣

を

｢

別
記
第
七
号
様
式
の
八｣

に
改
め
る
。

第
七
条
及
び
第
八
条
を
削
り
、
第
八
条
の
二
を
第
七
条
と
す
る
。

第
九
条
を
削
り
、
第
九
条
の
二
の
見
出
し
中｢

個
人
で
一
般
使
用
す
る｣

を｢

一
般
利
用
す
る｣

に
、

｢
使
用
料｣

を｢

利
用
料
金｣

に
改
め
、
同
条
中｢

別
表
第
四
四
１
二�
注
五
に
規
定
す
る
水
泳
場
、
弓

道
場
又
は
補
助
競
技
場
を
個
人
で
一
般
使
用
す
る
場
合
の
使
用
料
の
額
は
、
別
表
第
三
の
と
お
り｣

を

｢

別
表
第
三
二
２
備
考
六
の
知
事
が
別
に
定
め
る
額
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
施
設
の
区
分
に
応
じ
、

同
表
に
掲
げ
る
額｣
に
改
め
、
同
条
を
第
八
条
と
し
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

利
用
料
金
の
納
入)

第
九
条

利
用
料
金(
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
に
係
る
も
の
に
限
る
。
次
条
及
び
第
十
一
条
に
お

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �１
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い
て
同
じ
。)

は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
お
り
全

額
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

一

水
泳
場
を
一
般
利
用
し
、
又
は
本
館
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
を
利
用
す
る
場
合

利
用
の
際
に
水

泳
場
又
は
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
室
の
入
口
で
現
金
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

二

第
一
駐
車
場
又
は
第
二
駐
車
場
を
利
用
す
る
場
合(

指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
駐
車
場
利
用

券
に
よ
り
利
用
す
る
場
合
を
除
く
。)

駐
車
場
か
ら
自
動
車
が
出
場
す
る
際
に
現
金
又
は
指
定

管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
以
外
の
場
合

使
用
許
可
を
受
け
た
日
か
ら
二
十
日
以
内(

使
用
許
可

を
受
け
た
日
か
ら
二
十
日
以
内
に
使
用
日
が
到
来
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
使
用
の
日
ま
で)

に
現
金
又
は
指
定
管
理
者
が
別
に
定
め
る
方
法
に
よ
り
納
入
す
る
こ
と
。

２

前
項
第
三
号
に
掲
げ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
利
用
料
金
延
納
申
請
書(

別
記
第
八
号
様
式)

の
提

出
が
あ
り
、
指
定
管
理
者
が
や
む
を
得
な
い
と
認
め
た
と
き
は
、
同
号
に
規
定
す
る
期
限
後
に
納
入

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

３

第
一
項
第
二
号
の
納
入
が
あ
っ
た
と
き
は
、
利
用
料
金
納
入
済
証(

別
記
第
八
号
様
式
の
二)

を

納
入
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

利
用
料
金
後
納
の
取
扱
い)

第
十
条

指
定
管
理
者(

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
の
管
理
を
行
う
者
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
同
じ
。)

は
、
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
利
用
料
金
の
納
入
が
確
実
で
あ
る

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
り
、
期
間
を
定
め
て
、
利
用
料
金
後
納
の
取
扱
い(
利
用
料
金
を
使
用
日

の
属
す
る
月
の
翌
月
の
指
定
管
理
者
が
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
納
入
す
る
こ
と
を
い
う
。
以
下
同
じ
。)

の
承
認
を
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
利
用
料
金
後
納
申
請
書(

別
記
第
八
号
様
式
の
三)
を

指
定
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

指
定
管
理
者
は
、
第
一
項
の
承
認
を
受
け
た
者
が
、
利
用
料
金
を
同
項
に
規
定
す
る
期
日
ま
で
に

納
入
し
な
い
と
き
は
、
利
用
料
金
後
納
の
取
扱
い
を
停
止
し
、
又
は
当
該
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が

で
き
る
。

第
十
条
の
二
を
削
る
。

第
十
三
条
を
第
十
五
条
と
し
、
第
十
二
条
を
第
十
四
条
と
す
る
。

第
十
一
条
中
第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
を
第
二
項
と
し
、
同
条
を
第
十
三
条
と
し
、
同
条
の
前
に
次

の
二
条
を
加
え
る
。

(

利
用
料
金
の
返
還
又
は
減
免)

第
十
一
条

指
定
管
理
者
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
既
納
の
利
用
料
金
か
ら

当
該
各
号
に
定
め
る
額
の
利
用
料
金
を
返
還
す
る
。

一

天
変
地
異
そ
の
他
使
用
者
の
責
め
に
帰
す
こ
と
が
で
き
な
い
理
由
に
よ
り
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ

ン
タ
ー
を
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き

全
額

二

使
用
日
の
七
日
前
ま
で
に
利
用
料
金
返
還
申
請
書(

別
記
第
九
号
様
式)

の
提
出
が
あ
り
、
指

定
管
理
者
が
承
認
し
た
と
き

全
額

三

使
用
日
の
六
日
前
か
ら
二
日
前
ま
で
に
利
用
料
金
返
還
申
請
書
の
提
出
が
あ
り
、
指
定
管
理
者

が
承
認
し
た
と
き

半
額

２

指
定
管
理
者
は
、
公
益
上
そ
の
他
特
別
の
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
利
用
料
金
を
減
免
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

３

利
用
料
金
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
使
用
許
可
の
申
請
を
す
る
際
に
、
利
用
料
金
減
免

申
請
書(

別
記
第
九
号
様
式
の
二)

を
指
定
管
理
者
に
提
出
し
、
そ
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

４

指
定
管
理
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
利
用
料
金
の
減
免
を
承
認
し
た
と
き
は
、
利
用
料
金
減
免

承
認
書(

別
記
第
九
号
様
式
の
二)

に
よ
り
申
請
者
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

(

使
用
料
の
納
入)

第
十
二
条

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用
料
は
、
岐
阜
県
証
紙
に
よ
り
、
許
可
の
際
に
納
入
す
る
も

の
と
す
る
。
た
だ
し
、
許
可
の
期
間
が
一
年
を
超
え
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
許
可
の
日
の
属
す
る
年

度
分
の
使
用
料
は
許
可
の
際
に
、
次
年
度
分
以
降
の
使
用
料
は
各
年
度
分
を
当
該
年
度
の
四
月
二
十

日
ま
で
に
納
入
す
る
も
の
と
す
る
。

本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

準
用)

第
十
六
条

第
七
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
条
例
第
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
指
定

管
理
者
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
期
間
を
定
め
て
管
理
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部(

条
例
第

九
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
利
用
料
金
の
収
受
を
含
む
場
合
に
限
る
。)

の
停
止
を
命
じ
た
場
合

で
、
知
事
が
臨
時
に
管
理
公
園
の
管
理
を
行
う
と
き
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

｢

指
定
管
理
者｣

と
あ
る
の
は｢

知
事｣

と
、｢

利
用
料
金｣

と
あ
る
の
は｢

使
用
料｣

と
読
み
替
え

る
も
の
と
す
る
。

別
表
第
一
中｢
第
八
条
の
二｣

を｢

第
七
条｣

に
改
め
、
同
表
中
三
の
表
を
四
の
表
と
し
、
二
の
表

を
三
の
表
と
し
、
別
表
第
一
一
の
表
の
次
に
次
の
一
表
を
加
え
る
。
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体
育
器
具

区

分

本
館
野
球
場

陸
上
競
技
場 区

分電
光
表

示
盤 第

一
会
議
室

会
議
室

会
議
室

水
泳
場

野
球
場

陸
上
競
技
場

第
一
体
育
館 五

、九
九
〇

三
、三
六
〇

八
、〇
九
〇

午
前

金
額(

円)

七
、七
七
〇

四
、四
一
〇

一
〇
、五
〇
〇

午
後

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
台 単
位 七

、一
四
〇

三
、九
九
〇

九
、六
六
〇

夜
間

一
、
六
八
〇

三
、
五
七
〇

三
、
一
五
〇

九
、
四
五
〇

金
額(

円)

二
〇
、九
〇
〇

一
一
、七
六
〇

二
八
、二
五
〇

全
日

音
響
設
備

武
道
館

第
二
体
育
館
放
送
設
備

第
一
体
育
館
音
響
調
整
設
備

陸
上
競
技
用
具

体
操(

女
子
全
種
目)

体
操(

男
子
全
種
目)

ト
ラ
ン
ポ
リ
ン

新
体
操
用
床
マ
ッ
ト

ビ
ー
ム
ラ
イ
フ
ル
用
具

ウ
エ
イ
ト
リ
フ
テ
ィ
ン
グ
用
具

ボ
ク
シ
ン
グ
用
具

フ
ェ
ン
シ
ン
グ
用
具

レ
ス
リ
ン
グ
用
具

バ
レ
ー
ボ
ー
ル
コ
ー
ト
マ
ッ
ト

バ
ド
ミ
ン
ト
ン
コ
ー
ト
マ
ッ
ト

テ
ニ
ス
コ
ー
ト
マ
ッ
ト

移
動
式
バ
ス
ケ
ッ
ト
ゴ
ー
ル

砲
丸
投
競
技
用
具

円
盤
投
競
技
用
具

や
り
投
競
技
用
具

ハ
ン
マ
ー
投
競
技
用
具

走
幅
・
三
段
跳
競
技
用
具

棒
高
跳
競
技
用
具

走
高
跳
競
技
用
具

ハ
ー
ド
ル
競
技
用
具

短
・
長
・
リ
レ
ー
競
技
用
具

剣
道
場
放
送
設
備

一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
台
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
面
一
面
一
面
一
式

二
、
三
一
〇

三
、
一
五
〇

一
五
、
七
五
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
、
四
二
〇

二
一
、
〇
〇
〇

八
、
四
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇

一
〇
五
、
〇
〇
〇

二
、
六
三
〇

二

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー

１

附
属
施
設

注
一

午
前
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
、
午
後
と
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
を
、

夜
間
と
は
午
後
五
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
を
、
全
日
と
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
を
い

う
。

二

午
前
及
び
午
後
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
時
間
は
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
、

午
後
及
び
夜
間
を
通
じ
て
利
用
す
る
場
合
の
利
用
時
間
は
午
後
一
時
か
ら
午
後
九
時
ま
で
と
し
、

こ
れ
ら
の
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
の
表
に
定
め
る
午
前
及
び
午
後
の
額
の
合

計
額
又
は
午
後
及
び
夜
間
の
額
の
合
計
額
の
範
囲
内
で
指
定
管
理
者
の
定
め
る
利
用
料
金
の
額

と
す
る
。

三

陸
上
競
技
場
若
し
く
は
野
球
場
の
会
議
室
又
は
本
館
の
第
一
会
議
室
を
二
室
に
区
分
し
て
そ

の
一
方
の
み
を
利
用
す
る
場
合
の
利
用
料
金
の
額
は
、
こ
の
表
に
定
め
る
額
の
範
囲
内
で
指
定

管
理
者
が
定
め
る
利
用
料
金
の
額
に
〇
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額(

十
円
未
満
の
端
数
が
生
じ
た

と
き
は
、
十
円
未
満
を
四
捨
五
入
す
る
。)

四

陸
上
競
技
場
及
び
野
球
場
の
会
議
室
の
利
用
料
金
の
額
は
、
各
施
設
の
会
議
室
の
み
を
利
用

す
る
場
合
に
適
用
す
る
。

２

附
属
設
備
等
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照
明
設
備

夜
間
照

明 ス
テ
ー
ジ
照
明

ア
リ
ー

ナ
照
明

野
球
場
放
送
設
備

陸
上
競

技
場

庭球場 水
泳
場

野
球
場

陸
上
競
技
場

武
道
館

第
二
体
育
館

第
一
体
育
館

四
階
放
送
設
備

一
階
放
送
設
備

柔
道
場
放
送
設
備

一
般
コ

ー
ト

セ
ン
タ

ー
コ
ー

ト

全
灯

二
分
の
一
灯

全
灯

二
分
の
一
灯

全
灯

二
分
の
一
灯

全
灯

三
分
の
二
灯

三
分
の
一
灯

全
灯

二
分
の
一
灯

四
分
の
一
灯

六
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
以

上 六
〇
キ
ロ
ワ
ッ
ト
未

満 柔
道
場
半
灯

剣
道
場
半
灯

全

灯

半

灯

全

灯

半

灯

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
式

一
式

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
式

一
式

一
式

一
式

六
三
〇

三
二
〇

三
、
五
七
〇

一
、
七
九
〇

二
、
五
二
〇

一
、
二
六
〇

三
七
、
八
〇
〇

二
五
、
二
〇
〇

一
二
、
六
〇
〇

二
三
、
一
〇
〇

一
一
、
五
五
〇

五
、
七
八
〇

五
二
、
五
〇
〇

二
一
、
〇
〇
〇

一
、
〇
五
〇

一
、
〇
五
〇

二
、
七
三
〇

一
、
三
七
〇

七
、
〇
四
〇

三
、
五
七
〇

五
、
二
五
〇

五
、
二
五
〇

五
、
二
五
〇

二
、
三
一
〇

映
写
設
備

舞
台
設
備

冷
暖
房
設

備

十
六
ミ
リ
映
写
機

バ
ト
ン

サ
イ
ド
幕

水
引
幕

袖
幕
前
引
幕

源
氏
幕

一
文
字
幕

大
黒
幕

ホ
リ
ゾ
ン
ト
幕

司
会
者
用
演
台

演
台(

花
台
を
含
む
。)

金
び
ょ
う
ぶ

組
立
舞
台
ユ
ニ
ッ
ト

体
育
室

武
道
館

第
二
体
育
館

第
一
体
育
館

持
込
電
気
器
具

柔
道
場

剣
道
場

ピ
ン
ス
ポ
ッ
ト

補
助
競
技
場

加
算
料

基
本
料

全
灯
二
分
の
一
灯

一
台
一
本
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
式
一
台
一
台
一
双
一
式
一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
時
間

一
キ
ロ

ワ
ッ
ト

一
時
間

一
キ
ロ

ワ
ッ
ト

一
台
一
時
間

一
時
間

二
、
一
〇
〇

一
、
〇
五
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

二
、
一
〇
〇

一
、
〇
五
〇

二
、
一
〇
〇

五
、
二
五
〇

八
八
、
二
〇
〇

三
、
五
七
〇

五
、
三
六
〇

五
、
三
六
〇

一
一
、
二
四
〇

一
六
、
一
七
〇

五
〇

二
一
〇

三
、
一
五
〇

一
二
、
六
〇
〇

六
、
三
〇
〇
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補
助
競
技
場

弓
道
場

水
泳
場

区
分

そ
の
他

壁
面
収
納
可
動
席

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト

長
机
椅
子
ビ
デ
オ

ス
ラ
イ
ド

オ
ー
バ
ー
ヘ
ッ
ド

五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル

及
び
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー

ル(

温
水
期
間)

五
〇
メ
ー
ト
ル
プ
ー
ル

及
び
二
五
メ
ー
ト
ル
プ
ー

ル(

冷
水
期
間)

十
八
歳
以
上
の
者
の
利
用

一
人
一
回

一
一
〇

十
八
歳
未
満
の
者
の
利
用

一
人
一
回

五
〇

十
八
歳
以
上
の
者
の
利
用

一
人
一
回

三
二
〇

十
八
歳
未
満
の
者
の
利
用

一
人
一
回

一
六
〇

十
八
歳
以
上
の
者
の
利
用

一
人
一
回

六
三
〇

十
八
歳
未
満
の
者
の
利
用

一
人
一
回

三
二
〇

十
八
歳
以
上
の
者
の
利
用

一
人
一
回

三
二
〇

十
八
歳
未
満
の
者
の
利
用

一
人
一
回

一
六
〇

金
額(

円)

一
式
一
台
一
脚
一
脚
一
式
一
台
一
台

五
二
、
五
〇
〇

一
〇
、
五
〇
〇
五
〇
二
〇

一
、
〇
五
〇

一
、
〇
五
〇

一
、
〇
五
〇

別
表
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
二(

第
八
条
関
係)

別
表
第
三
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
指
定
管
理
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は
｢指

定
管
理
者
｣
と
､
｢使
用
料
｣
と
あ
る
の
は
｢利
用
料
金
｣
と
す
る
｡

別
記
第
六
号
様
式
の
二
を
削
る
。

別
記
第
六
号
様
式
の
三
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
別
記
第
六
号
様
式
の
二
と
す

る
。

注
指
定
管
理
者
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜
県
知
事
｣
と
あ
る
の
は
｢指

定
管
理
者
｣
と
､
｢使
用
料
｣
と
あ
る
の
は
｢利
用
料
金
｣
と
す
る
｡

別
記
第
七
号
様
式
の
七
に
備
考
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
別
記
第
七
号
様
式
の
八
と

す
る
。

備
考
用
紙
の
寸
法
と
表
面
の
図
柄
は
､
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
第
９
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す

る
指
定
管
理
者
が
定
め
る

別
表
第
七
号
様
式
の
六
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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利
用
料
金
納
入
済
証

公
園
施
設
の
名
称

利
用
料
金

円

岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
指
定
管
理
者
印

利
用

券

公
園
施
設
の
名
称

利
用
料
金

円

第
７
号
様
式
の
７
(第
６
条
関
係
)

備
考
用
紙
の
寸
法
と
表
面
の
図
柄
は
､
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
第
９
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

指
定
管
理
者
が
定
め
る
｡

別
記
第
八
号
様
式
中｢第
10条

｣

を｢第
９
条
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
様
｣

を｢岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル

セ
ン
タ
指
定
管
理
者
様
｣

に
、｢使

用
料
延
納
申
請
書
｣

を｢利
用
料
金
延
納
申
請
書
｣

に
、｢使

用

料
の
｣

を｢利
用
料
金
の
｣

に
改
め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

注
知
事
が
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
こ
の
様
式
中
｢岐
阜

メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
指
定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と

｢利
用
料
金
｣
と
あ

る
の
は
｢使
用
料
｣
と
す
る
｡

別
記
第
八
号
様
式
の
二
中｢第

10条
の
２
｣

を｢第
10条

｣

に
、｢使

用
料
後
納
申
請
書
｣

を｢利

用
料
金
後
納
申
請
書
｣

に
、｢岐

阜
県
知
事
｣

を｢岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ

指
定
管
理
者
｣

に
改

め
、
同
様
式
に
注
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
、
同
様
式
を
別
記
第
八
号
様
式
の
三
と
す
る
。

注
知
事
が
岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
の
管
理
を
行
う
場
合
に
あ
っ
て
は
､
こ
の
様
式
中
｢岐
阜

メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
指
定
管
理
者
｣
と
あ
る
の
は
｢岐
阜
県
知
事
｣
と

｢利
用
料
金
｣
と
あ

る
の
は
｢使
用
料
｣
と
す
る
｡

別
表
第
八
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。
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第
８
号
様
式
の
２
(第
９
条
関
係
)岐
阜
メ
モ
リ
ア
ル
セ
ン
タ
ー
駐
車
券

領
収

書

○
○
月
○
○
日
○
○
時
○
○
分
入
場

○
○
月
○
○
日
○
○
時
○
○
分
入
場

￥
○
,
○
○
○
円

備
考
用
紙
の
寸
法
と
表
面
の
図
柄
は
､
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
第
９
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る

指
定
管
理
者
が
定
め
る
｡

別
記
第
九
号
様
式
及
び
別
記
第
九
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第９号様式 (第11条関係)

利 用 料 金 返 還 申 請 書

年 月 日

岐阜メモリアルセンター指定管理者 様

申請者 住所

氏名

(申請者が団体の場合) 団体名及び代表者名

担
ふ

当
り

者
が

名
な

電話 ( )

次のとおり利用料金の返還を申請します｡

施 設 の 名 称 利用年月日 利用時間 (部屋数) 備 考

附 属 施 設 設 備 等

の 名 称 及 び 数 量

利 用 の 目 的 等

承 認 の 年 月 日

及 び 番 号
年 月 日 第 号

納 入 済

利 用 料 金 の 額

施 設 利 用 料 金

附属施設設備等利用料金

合 計

円

円

円

返 還 を 受 け よ う

と す る 額

施 設 利 用 料 金

附属施設設備等利用料金

合 計

円

円

円

申 請 の 理 由

後日の利用料金に

充 当 す る こ と の

有 無

１ 充当する｡

年 月 日に申込みをした利用料金に充当

２ 充当しない｡

備 考

注 知事が岐阜メモリアルセンターの管理を行う場合にあっては､ この様式中 ｢岐阜メモリアルセンター指定

管理者｣ とあるのは ｢岐阜県知事｣ と､ ｢利用料金｣ とあるのは ｢使用料｣ とする｡

号 外 � 岐 阜 県 公 報 平成25年４月１日 ( )８



第９号様式の２ (第11条関係)

利用料金減免申請 (承認) 書

年 月 日

岐阜メモリアルセンター指定管理者 様

申請者 住所

氏名

(申請者が団体の場合) 団体名及び代表者名

担
ふ

当
り

者
が

名
な

電話 ( )

次のとおり利用料金の減免を申請します｡

施 設 の 名 称 利用年月日 利用時間 (部屋数) 備 考

附 属 施 設 設 備 等

の 名 称 及 び 数 量

利 用 の 目 的 等

利 用 料 金 の 額

施 設 利 用 料 金

附属施設設備等利用料金

合 計

円

円

円

減 免 を 受 け よ う

と す る 額

施 設 利 用 料 金

附属施設設備等利用料金

合 計

円

円

円

納入する利用料金

の 額

施 設 利 用 料 金

附属施設設備等利用料金

合 計

円

円

円

申 請 の 理 由

備 考

上記申請のとおり承認します｡

年 月 日

岐阜メモリアルセンター指定管理者

注 知事が岐阜メモリアルセンターの管理を行う場合にあっては､ この様式中 ｢岐阜メモリアルセンター指定

管理者｣ とあるのは ｢岐阜県知事｣ と､ ｢利用料金｣ とあるのは ｢使用料｣ とする｡

( ) 平成25年４月１日 岐 阜 県 公 報 号 外 �９



別
記
第
十
号
様
式
及
び
別
記
第
十
一
号
様
式
中｢第

11条
｣

を｢第
13条
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
一
号
様
式
中｢第

11条
｣

を｢第
13条
｣

に
改
め
る
。

別
記
第
十
二
号
様
式
中｢第

12条
｣

を｢第
14条
｣

に
改
め
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
規

定
に
よ
り
作
成
さ
れ
て
い
る
用
紙(

以
下｢

旧
用
紙｣

と
い
う
。)

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
条
例
施
行
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
旧
用
紙

を
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

� � � � � � � � ��������� � ���
平
成
二
十
五
年
四
月
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


